
1．中小企業組合における通常総会は、毎事業年度1回招集しなければなら

ないが、法律は2月以内に招集することを求めておらず、各組合の定款の

規定に従って行われているものである。

く中小企業等協同組合法〉

（通常総会の招集）

第46条　通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度1回招集しなければならない。

く定款参考例〉

（総会の招集）

第○条　総会は、通常総会及び臨時総会とする。

2　通常総会は毎事業年度終了後○月以内に、臨時総会は必要があるときはいつでも、理事会

の議決を経て、理事長が招集する。

2．法人税法では、法人は、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税

務署長に対し、確定申告書を提出しなければならないこととされているが、

法人が確定申告書を2月以内に提出することができない常況にあると認め

られる場合には、所轄税務署長は、その法人の申請（税務手続の案内は、

http：／／www．nta．go．jp／category／youshiki／houjin／annai／1554＿12．htm）に

基づき、確定申告書の提出期限を原則として1月間延長することができる

（法人税法第75条の2）。

確定申告書の提出期限が延長されると、納付期限も延長されるが、本来

の提出期限から、その延長された期限までの間の法人税の未納期間につい

ては、利子税が課されることとなる。申告実務においては、本来の提出期

限内に法人税の本税相当額を納付することにより、実質的に利子税の負担

を回避することが可能となる。

〈法人税法〉

（確定申告）

第74条　内国法人（清算中の内国法人である普通法人及び清算中の協同組合等を除く。）は、

各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲

げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。



（確定申告書の提出期限の延長の特例）

第75条の2　第74条第1項（確定申告）の規定による申告書を提出すべき内国法人が、会

計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定し

ないため、当該事業年度以後の各事業年度の当該申告書をそれぞれ同項に規定する提出期限

までに提出することができない常況にあると認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、

その内国法人の申請に基づき、当該各事業年度の申告書の提出期限を1月間（特別の事情に

より各事業年度終了の日の翌日から3月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会

が招集されないことその他やむを得ない事情があると認められる場合には、税務署長が指定

する月数の期間）延長することができる。

2　前項の申請は、脚こ、当該申告書の提出
期限までに決算が確定しない理由、同項の指定を受けようとする場合にはその指定を受けよ

うとする月数その他財務省令で定める事項を記載した申請書をもってしなければならない。

6　前条等＿3項から筆5項までの規定は、芽柳こついて、同条
第7項の規定は、第1項の規定の適用を受ける内国法人の同項に規定する申告書に係る事業

年度の所得に対する法人税について、それぞれ準用する。この場合において、同条第5項中

「2月」とあるのは「15日」と、「その申請に係る指定を受けようとする期日を第1項の

期日として」とあるのは「1月間（第75条の2第1項の指定を受けようとする旨の申請が

あった場合には、その申請に係る指定を受けようとする月数の期間）」と、同条第7項中「同

項に規定する申告書に係る事業年度」とあるのは「その適用に係る各事業年度」と、「当該

事業年度」とあるのは「当該各事業年度」と、「同項の規定により指定された期日」とある

のは「第75条の2第1項の規定により延長された提出期限」と読み替えるものとする。

く法人税法貨75条の2第6項において読み替えて準用される第75条第5項及び第7項〉

第75条

5　第2項の申請書の提出があった場合において、第1項に規定する申告書に係る事業年度終了
の日の翌日から15日以内に同項の提出期限の延長又は第3項の却下の処分がなかったとき

は、ユ旦選（第75条の2第1項の指定を受けようとする旨の申請があった場合には、その申
請に係る指定を受けようとする月数の期間）同項の提出期限の延長がされたものとみなす。

7　第1項の規定の適用を受ける内国法人は、その適用に係る各事業年度の所得に対する法人税

の籠に、当該各事業年度終了の日の翌日以後2月を経過した日から第75条の2第1項の規定

l湖東じて計算
した金額に相当する利子税をその計算の基礎となる法人税にあわせて納付しなければならな

邑L

く法人税基本通達〉

（申告書の提出期限の延長の特例の適用がある法人）

17－1－4　法第75条の2第1項《確定申告書の提出期限の延長の特例》に規定する「そ

の他これに類する理由」により決算が当該事業年度終了の日から2月以内に確定しない法人と

は、次のような法人をいう。

（1）会計監査人の監査を必要としないが、定款において事業年度終了の日から3月以内に株

主総会を開催する旨を定めている法人

（2）保険業法第11条《株主名簿の閉鎖の期間等》の規定により、事業年度終了後4月以内

に株主総会を開催することが認められている保険株式会社

（3）外国法人で、その本社の決算確定手続が事業年度終了後2月以内に完了しないもの

（4）外国株主との関係で、決算確定までに日数を要する合弁会社


